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【免責事項】

本資料はあくまで個人としての見解であり、所属する会社・弁護士会その他いかなる団体の見解を

表明するものではありません。本内容はいかなる場合でも法的な見解の表明ではなく、法的アドバ

イスを構成するものではありません。本資料の見解に依拠された場合その他いかなる場合において

も当方が何ら責任を負うものではありません。
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自己紹介
➢開発リーダー会議で決めきる

➢CTO室は本部内課題を解決する

➢開発戦略会議が方向性を出す

【Public Positions】
✓ 金融情報システムセンター（FISC）「金融機関
におけるFinTechに関する有識者検討会」有識者
委員（2017）

✓ 同「金融機関におけるオープンAPIに関する有識
者検討会」有識者委員（2018）

✓ 特許庁「特許出願技術動向調査-仮想通貨・電子

マネーによる決済システム」アドバイザリーボ
ードメンバー（2019）

【Writings】
✓ 「グレーゾーン解消措置・サンドボックス制度
活用のしかた」（ビジネス法務 2018年9月号）

✓ 「マネーローンダリングに係る法令等の改正へ
の対応」（金融法務事情 2019年2月）

✓ 「生体認証で実現する高セキュリティ社会」
（金融財政事情 2018年7月）

【Background】

✓司法修習修了後、柳田国際法律事務所
入所。企業法務（ファイナンス・M&A
を含む）、訴訟案件を担当。

✓ 2015年9月、株式会社Liquid入社。総額
約40億円の資金調達、Fintechに関する
各事業立上げに従事。

✓ 2019年2月、株式会社ティアフォーの
法務責任者就任（現任）。約110億円

の資金調達、自動運転に関する新規事
業立上げに従事。

【Job Role】
✓各自動運転に関する実証事業における
法的責任の検討・免責事項対応

✓コーポレート案件、知財対応等
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今、金融の世界で起こっていること

✔縦割りの金融規制体系から、機能別/ 横断的規制体系へ
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背景事情

✓ “Power Shift” -Alvin Toffler in 1990
インターネットにより情報の非対称性が小さくなり、ユーザー主権が進む

✓ “Software is eating the world” -Marc Andreessen in 2011
全ての産業がソフトウェア化していく

✓ “Silicon Valley is coming” –Jamie Dimon in 2015
デジタルプラットフォーマーが金融分野に進出していく



© 2020 Tier IV Inc. All rights reserved. Confidential

Global Playerの産業構造
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Global Players(自動運転分野)の産業構造
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１ 不可避的なOSの統合化

課題

２ アルゴリズムのブラックボックス問題

➢このような状況下で、取り得べき選択肢は？
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ティアフォー/AWF

Autoware as a Platform
✓ アルゴリズムの公開（オープンソース化）によるブラ

ックボックス回避

The Autoware Foundationの設立

Autoware as a Foundation
✓ 半導体・ECU製造事業者を含む各社とのパートナー

シップによるグローバルシェア形成

Value
Proposition

Core
Competency
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Global Players(自動運転分野)の産業構造
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✓Fintechの本質:
インターネットのもたらす「パワーシフト」が金融分野へ
も波及したこと（金融の民主化）

✓自動運転/モビリティの本質（仮説）:
インターネットのもたらす「パワーシフト」がモビリティ
分野へも波及したこと（移動の民主化）
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道路運送車両法の保安基準（改正法）

車両に関する保安基準
（従来型）

作動状態の確認に必要な情報を記
録するための装置

自動車の運行時の状態及び周囲の
状況を検知するためのセンサー

当該センサーから送信された情報
を処理するための電子計算機

プログラム

Vehicle
Manufacturers (OEM)

✓ 従来から道路運送車両法に基

づく保安基準については基本

的には「OEMメーカー」を対

象とする規制。

✓ 今回の道路運送車両法改正後

においても、基本的には車両

そのものを製造するOEMメー

カーが同時に自動運行装置の

保安基準を遵守する構造

自動運行装置
(法41条20号)

車両そのもの
(法41条各号)
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道路運送車両法の保安基準（改正法）

車両に関する保安基準
（従来型）

作動状態の確認に必要な情報を記
録するための装置

自動車の運行時の状態及び周囲の
状況を検知するためのセンサー

当該センサーから送信された情報
を処理するための電子計算機

プログラム

自動運行装置
(法41条20号)

車両そのもの
(法41条各号)

Vehicle Manufacturers (OEM)
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道路運送車両法

✓ 「自動運行装置」それ自体の認証・登録制度の開始

＝縦（事業者/車種）の規制から横（ソフトウェア単位）の規制へ

✓ 「自動運行装置」としての認証を取得した場合、審査の対象を

より簡易化する仕組み（車両との接続/つなぎ込みの部分のみが

審査対象になる等）

✓ 課題：結局は車の性能次第（ハード次第）（？）。

今後の法規制の在り方
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Scope of Reference Design

OTA Update WiFi & 5GMap & Route

Reference Design

Road 
Regulation

Inspection 
Scheme

Computing 
Unit

Sensor / 
Silicon

Fleet ManagementMaaS Management

Legal

Service Providers

Components

By-wire / 
Vehicle

Vehicle
Management

Infrastructure

ODD 
Conformance

✓ Reference Design：ソフトウェア・ハードウェアの仕様、インターフェース、その搭載方法等のデザイン
✓ ODDの要請から各々のセンサーの要求性能、配置などの構成を決定していく。



© 2020 Tier IV Inc. All rights reserved. Confidential

Autoware.ai 1.13 Released! 

1. Introduction（Fintechからモビリティへ）

2.「自動運行装置」単体のソフトウェア認証制度について

3. 自動運転技術開発に際しての法的諸問題

目次



© 2020 Tier IV Inc. All rights reserved. Confidential

ソフトウェア開発事業者が第三者（実証実験の主催者・OEMメーカー
等）に自動運転ソフトウェアを提供して、当該第三者が主体として実
証事業・運行サービスに利用する場合

ケース２

ケース１

ケース３

ソフトウェア開発事業者が、自社で開発した自動運転ソフトウェアを
組み込んだ自動運転車（小型モビリティを含む）を自ら製造し、販
売・賃貸（サブスクリプション）する事業を行う場合（第三者が自動
車を利用/運行サービス提供）

ソフトウェア開発事業者が自ら開発したソフトウェアを組み込んで製
造した自動運転車を用いて自ら運行サービスを提供する場合

自動運転技術開発事業における３つのケース
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法的諸問題（1）

自動運転ソフトウェア開発/事業に伴う民事責任
想定するケース 運行供用者責任・債務不履行責任 製造物責任

1 ソフトウェア
提供型

・第三者（主催者・OEMメーカー）
✓車両を管理（支配）している者が「運行供
用者」責任を負う。

・ソフトウェア開発事業者
✓債務不履行その他一般的な民事責任の可能
性にとどまる。

・ソフトウェア開発事業者
✓「ソフトウェア」単体で、ハードを
一切提供しない場合は製造物責任を負
わない。ソフトウェアが搭載された車
両自体の欠陥の場合も、製造物責任を
負わない可能性。ただし、一般不法行
為責任は残る。

2 サブスクリプ
ション型

・第三者（購入者・賃借人）
✓あくまで車両を運行・管理（支配）してい
る者が「運行供用者」責任を負う。

・ソフトウェア開発事業者：
✓債務不履行その他一般的な民事責任の可能
性にとどまる。

・ソフトウェア開発事業者：
✓ソフトウェアを組み込んだ自動運転
車をセットで販売する場合、そのいず
れかに欠陥があるか、適切な指示・警
告を行ってなかった場合には製造物責
任を負う。一般不法行為責任も残る。

3 自社サービス
型

・ソフトウェア開発事業者
✓運行供用者責任を負う。

・ソフトウェア開発事業者：
✓ソフトウェアを組み込んだ自動車の
欠陥が原因となる損害について製造物
責任を負う可能性
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法的諸問題（2）

自動運転ソフトウェア開発に伴う刑事責任
想定するケース ③運転者・遠隔型監視/操作者の責任 ④刑事製造物責任（業務上過失致死）

1 ソフトウェア
提供型

・第三者（主催者・OEMメーカー）
✓運転・監視・操作をしている場合には、刑事
責任を負い得る。
・ソフトウェア開発事業者
✓運転・監視・操作に関わらない限り、責任を
負わない。但し、ソフトウェア開発事業者が自
ら遠隔監視・操作を行う場合は負い得る。

・ソフトウェア開発事業者
✓当該ソフトウェアが事故原因であ
り、かつ結果予見可能性と結果回避
可能性があれば、刑事責任を問われ
る可能性がある。

2 サブスクリプ
ション型

・第三者（購入者・賃借人）
✓自ら運行・管理している場合には刑事責任を
負う。
・ソフトウェア開発事業者
✓運転・監視・操作に関わらない限り、責任を
負わない。

・ソフトウェア開発事業者
✓自動運転ソフトウェアを組み込ん
だ自動車が事故原因であり、かつ、
結果予見可能性と結果回避可能性が
あれば、刑事責任を問われる可能性
がある。

3 自社サービス
型

・ソフトウェア開発事業者
✓運転・監視・操作に関与した従業員に故意・
過失があり事故の結果と因果関係があれば責任
を負う。



© 2020 Tier IV Inc. All rights reserved. Confidential

法的諸問題（3）

オープンソース開発者の「過失」論

✓OSSのライセンス（GPL、Apache2.0...）については、あくまでOSSの利用に当たって、私人間の権利
義務（著作権の表示や改変の可否等）を規定するもの＝「民法」の特別法

A社がOSS（オープンソース・ソフトウェア）を開発し、当該OSSを用いてB社が「自動運
行装置」を製造。当該OSSのアルゴリズムのエラーに起因して、交通事故が発生。その場
合のA社の民事・刑事責任がどうなるか。オープンソースに付された利用約款（GPL, 
Apach 2.0）による免責は可能か？

✓「OSSだから責任はない」という見解もあるが、それはあくまで「民事責任」の話であり、刑事責任
は無関係（Apache2.0ライセンス上も刑事免責の記載なし）。

✓OSSを悪意をもって改変した場合（故意犯）、又は明らかに欠陥があり、それを認識していたのに何
も修繕しなかった場合（過失犯）、個人の刑事罰は理論上問い得ると思われる。

✓一方、OSSを管理する財団や開発者個人が法的責任を問われた例は米国・日本を含めゼロ。OSSを使っ
て最終製品を製造した事業者（携帯・PCメーカー、航空機製造会社等）に資力があり、これらの事業者
が1次的に民事責任＋刑事責任を負うため、これまで問題になっていないというのが現状。

✓今後、OSSの実用化に伴い、刑事免責を含めた検討が必要。
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法的諸問題（4）

機械学習のための学習用データセットのライセンスと
著作権法30条の4を巡るオーバーライド問題

✓著作権法第30条の4第2号では、「情報解析」のための著作物の利用を認めているものの、同条ただし
書において、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害
することとなる場合」には制限されるという留保が付されている。

✓契約（ライセンス）による制限よりも、権利制限条項という著作権法上認められた行為が優先する
（契約によるオーバーライドは認められない）と整理して問題ないか。

（著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用）
第30条の4 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と
認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利
益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
１ （略）
２ 情報解析（多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをい
う。第四十七条の五第一項第二号において同じ。）の用に供する場合
３ （略）

学習データセットのライセンス条件がクリエイティブ・コモンズ（CC）「BY-NC-SA 3.0」
（表示・非営利・継承）に限定されている場合、この学習データを用いて学習済みモデルを生
成して営利的に用いる行為が著作権法30条の4が定める権利制限規定の適用を受けることがで
きるか、が問題となる。
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法的諸問題（4）


